
令和元年度 

施策評価表 



＜施策体系図＞
　（施策名）

１．市民活動

２．消費生活

３．男女共同参画社会

４．情報化

５．国際化

６．人権

１．公共交通

２．墓地・火葬場

１節　防災・危機管理体制の強化 １．防災・国民保護

２節　安全で安心できる生活の実現 １．防犯・交通安全

３節　緊急時の迅速な対応の実現 １．消防・救急・救助

１節　人を大切にする社会の実現 １．地域福祉

１．保険

２．ひとり親、低所得者福祉

３．児童福祉

４．障害者福祉

５．高齢者福祉

３節　健康と安心を支える施策の推進 １．保健・医療

１．幼児教育

２．義務教育

３．青少年健全育成

１．生涯学習

２．文化・芸術

３節　生涯スポーツ環境の充実 １．スポーツ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・体育

２節　生活を支えあう仕組みづくり

第
３
章

保
健
・
医
療
・
福
祉

第
４
章

学
校
教
育
・
生
涯
学
習

１節　誰もが暮らしやすい地域の実現

２節　暮らしを支援する生活インフラの拡充

第
１
章

市
民
生
活

第
２
章

防
犯
・
防
災

１節　新しい時代を担う人材の育成

２節　豊かな生涯学習社会の実現
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１節　持続可能な社会づくりへの貢献 １．環境保全・美化

２節　循環型地域社会の推進 １．廃棄物・リサイクル

１節　活力ある農林業の振興 １．農林業

２節　活気ある商工業の振興 １．商工業

３節　魅力ある観光地域の育成 １．観光

４節　安心して働ける社会の実現 １．労働

１．市街地形成

２．公園・緑化

２節　安心で便利性の高い道路網の整備 １．道路網

１．上水道

２．公共下水道

３．住宅

１節　健全で自立的な財政運営 １．財政運営

２節　効率的で透明性の高い行政運営 １．行政運営

第
５
章

環
境

第
６
章

産
業
振
興

第
７
章

都
市
形
成
・
都
市
基
盤

第
８
章

行
財
政

１節　誰もが住みたくなる快適なまちづくり

３節　快適で豊かな住環境の整備
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総括評価 

 令和元年度を目標年次とする袖ケ浦市総合計画では、施策大綱で示した分野別

施策の考え方を踏まえ、３８施策を基本計画に位置付けました。 

 今回、計画期間の最終年度を迎えるにあたり、基本計画に位置付けられた全３

８施策について、各施策の方向性に基づき、取組みや効果、今後の課題等を整理

したうえで、各施策の評価を行いました。 

評価結果は、全３８施策のうち、目標を達成した（◎評価）が１２施策、目標

を概ね達成した（〇評価）が２６施策、目標をあまり達成できていない（△評価）

及び目標をほとんど達成できていない（□評価）はなく、多くの分野において成

果がみられました。 

今後は、今回の評価において整理した、達成できなかった事項や今後の主な課

題について、次期総合計画において、解決、改善に取り組んでまいります。 

全体評価 全 38 施策 

評 価 結 果 施策数 

◎：目標を達成した（十分に達成できる見込みである） 12 

○：目標を概ね達成した（達成できる見込みである） 26 

△：目標をあまり達成できていない（やや未達成の見込みである） 0 

□：目標をほとんど達成できていない（達成には程遠い見込みである） 0 

3



 
 

令和元年度 施策評価 評価一覧 

（評価の判定基準） 

◎：目標を達成した（十分に達成できる見込みである） 
○：目標を概ね達成した（達成できる見込みである） 
△：目標をあまり達成できていない（やや未達成の見込みである） 
□：目標をほとんど達成できていない（達成には程遠い見込みである） 

章 節 施策 施策名 一次評価 二次評価

1 1 1 市民活動 ○ ○

1 1 2 消費生活 ◎ ◎

1 1 3 男女共同参画社会 ○ ○

1 1 4 情報化 ◎ ◎

1 1 5 国際化 ○ ○

1 1 6 人権 ○ ○

1 2 1 公共交通 ○ ○

1 2 2 墓地・火葬場 ◎ ◎

2 1 1 防災・国民保護 ○ ○

2 2 1 防犯・交通安全 ○ ○

2 3 1 消防・救急・救助 ○ ○

3 1 1 地域福祉 ○ ○

3 2 1 保険 ○ ○

3 2 2 ひとり親、低所得者福祉 ◎ ◎

3 2 3 児童福祉 ◎ ◎

3 2 4 障害者福祉 ○ ○

3 2 5 高齢者福祉 ○ ○

3 3 1 保健・医療 ○ ○

4 1 1 幼児教育 ◎ ◎

4 1 2 義務教育 ◎ ◎

4 1 3 青少年健全育成 ◎ ◎

4 2 1 生涯学習 ○ ○

4 2 2 文化・芸術 ○ ○

4 3 1 スポーツ・レクリエーション・体育 ○ ○

5 1 1 環境保全・美化 ○ ○

5 2 1 廃棄物・リサイクル ○ ○

6 1 1 農林業 ○ ○

6 2 1 商工業 ○ ○

6 3 1 観光 ◎ ◎

6 4 1 労働 ○ ○

7 1 1 市街地形成 ○ ○

7 1 2 公園・緑化 ◎ ◎

7 2 1 道路網 ○ ○

7 3 1 上水道 ◎ ◎

7 3 2 公共下水道 ◎ ◎

7 3 3 住宅 ○ ○

8 1 1 財政運営 ○ ○

8 2 1 行政運営 ○ ○
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